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後期高齢者医療制度に係る現内閣の方針等について

○ 平成21年 10月 26日 第173回臨時国会 鳩山内閣総理大臣五且表嬰
演説

響午

後期高齢者を年齢で差別する後期高齢者医療制度については、廃上に向けて、新たな制度の検討を進めてま

いります。

O三 党連立政権合意書(抄 )

後期高齢者医療制度は廃止し、医療制度に対する国民の信頼を高め、国民皆保険を守る。廃止に伴う国民健

康保険の負担増は国が支援する。

O「民主党マニフエスト2009」 (抄 )

21.後期高齢者医療制度を廃止し、国民皆保険を守る。_

【政策目的】
口年齢で差別する制度を廃止して、医療制度に対する国民の信頼を高める。

二医療保険制度の一元的運用を通じて、国民皆保険制度を守る。

【具体策】   ‐

・ 後期高齢者医療制度・関連法は廃止する。廃止1子伴う国民健康保険の負担増は国が支援する。

:・ 被用者保険と国民健康保険を段階的に統合し、将来、地域保険として一元的運用を図る。

O民 主党マニフエストの工程表(抄 )

後期高齢者医療制度廃止等

平成22年度～平成25年度 財源を確保しつつ、順次実施

21毎ヨ 1月 12

後期高齢者医療制度につきましては、これを廃止します。廃止後の新たな制度のあり方を検討するため、私

が主宰する「高齢者医療制度改革会議」を設置しました。

・
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検討に当たつての基本的な考え方について

※平成21年 11月 30日 開催の第1回高齢者医療制度改革会議において、

長妻厚生労働木臣より示された基本的な考え方

新たな制度のあり方の検討に当たつては、以下を基本として進める。

淵協纏躙増しての一坤■
鮮丁段階として

③ 後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解消する制度とする

④ 市町村国保などの負担挿に十分酉]慮する

⑤ 高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものにならないようにする

⑥ 市町村国保の広域化につながる見直しを行う



新しい高齢者医療制度の創設までのスケジユール (見込み )
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高齢者医療制度改革会議 これまでの経緯

第1回 (11月 30日 )

第2回 (1月 12日 )

第3回 (2月 9日 )

第4回 (3月 8日 )

第5回 (4月 14日 )

総括的なフリーデイスカツシヨン①

総括的なフリーデイスカッション②

制度の基本的枠組み及び運営主体のあり方

費用負担のあり方

保険料、給付、、医療サービス等のあり方



11年齢構成“所得構成でリスタ構造調整を行つた上で、都道府県単位で一本化する案 【池上委員】

bl医療保険全体で、各保険者の保険加入者の年

齢構成(5歳階級毎のァ人当たり医療章の養き
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〇 年齢による区分がない。

○ 運営責任が明確。
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2:一定年齢以上の「男1建て」保険方式を基本とする案 【対馬委員(健保連)】

【65歳以上の高齢者を一つの制度とした場合】

065歳以上の高齢者を対象に前期J後期の区

別のないァつの制度とする。
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や運営責任が明確。

○ 高齢者間において、所得に応じた公平な保険料負担。

(主な論点)
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※ 「65歳」は、介護や年金等との関係から理解が得られやすいのではないか。
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3:突き抜け方式とする案 【小島委員(連合)】

新たな制度のあり方に関する各委員の意見の概要等

(主なメリット)

〇 年齢による区分がない。
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sL亀譲鍵ふ 職ヾ域保険と地域保険に加入することとなる

が、「地域保険としての一元的運用」との関係について、

。t皐占詔覇贄肇暫捨し都道府県内で高齢者の保険料の

公平が図られていることについて、どのように考えるか。

O従 来より指摘されている以下の課題について、どのよ

うに考えるか。
3市町村国保が負担増となる点

・
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中、高齢期こⅢて補

国凛

4:高齢者医療と市町村国保の一体的運営を図る案 【宮武委員】

○ 都道府県単位の国民健康保険を倉1設し、定年

退職者等を迎える。現役で働く高齢者とその家族

については、若年者の各制度に継続加入。°
趾鐸箭竃銹犠牙舌響結

9轟全9層濶 躙晃じ嚇淵副暑茅
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(主なメリット)

〇 年齢による区分がない。

O運 営責任が明確。

○ 財政運営の安定化を図ることができる。

○ 高齢者間において、所得に応じた公平な保険料負担。

O高 齢者であうても、サラリーマン及びその被扶養者は、

被用者保険に加入するという合理的な仕組みとなる。

(主な論点)

°ご司撃凛闘あ霞摺宴聾引野保高だ庸殿男認】マ
○ 現在の後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る財政
調整、市町村国保については、それぞれ財源や仕組み
が異なる中で、どのような財政運営の仕組みを設けるこ
と力ち直切か。



につい
将来的な各保険制度の概要

平成25年 4月 時点の制度の概要
【国‰料の賦課方式窪朝葬科面牒禽計,|夕易彗曇計
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・ 黒嬌暑倶償の被保険者及び被扶養者は、被用者保険に継続
高齢者医療
と市町村国

保の一体的
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案
【宮武委員】




